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平成２３年８月５日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会

各 都 道 府 県 知 事

附属学校を置く各国立大学法人学長
殿

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第１２条

第１項の認定を受けた各地方公共団体の長

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所理事長

文部科学省初等中等教育局長

山 中 伸 一

（印影印刷）

障害者基本法の一部を改正する法律の公布・施行について（通知）

このたび、「障害者基本法の一部を改正する法律」（平成２３年法律第９０号。以下「改

正法」という。）が、平成２３年８月５日に公布され、一部を除き同日に施行されるこ

とに伴い、別添のとおり内閣府より通知が発出されたところです。教育部分の改正につ

いては、第１の改正の概要のとおり、同日に施行されますので、十分に御了知の上、適

切な対応を図るようお願いします。

都道府県教育委員会、指定都市教育委員会、都道府県知事、附属学校を置く国立大学

法人学長及び小中高等学校を設置する学校設置会社を所轄する構造改革特別区域法第

１２条第１項の認定を受けた地方公共団体の長におかれては、改正法について、域内の

市町村教育委員会、所管又は附属の学校等に対し周知いただきますようお願いいたしま

す。

記

第１ 改正の概要（法第１６条（教育））

（１） 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特

性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り障害者であ

る児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮

しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなけれ



ばならないこととしたこと。

（２） 国及び地方公共団体は、（１）の目的を達成するため、障害者である児童及

び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限り

その意向を尊重しなければならないこととしたこと。

（３） 国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び

生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促

進しなければならないこととしたこと。

（４） 国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確

保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備

を促進しなければならないこととしたこと。

第２ 今後の対応

就学手続きに関して、今般の障害者基本法の改正や中央教育審議会の審議等を踏

まえ、文部科学省において、速やかに制度改正等を行うことを検討していること。
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